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発行：クレアモール・八幡通り周辺地区都市景観協議会 発行日：平成 21 年 3 月

この通信では、「クレアモール・八幡通り周辺地区都市景観協議会」の内容を地域の皆様にご紹介します。

第４回 都市景観協議会の内容をご紹介します

１　「川越市景観計画」の検討についての報告がありました
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平成 21 年 2 月 19 日に、第４回「クレアモー

ル・八幡通り周辺地区都市景観協議会」を開催し

ました。

会では、市で検討中の「川越市景観計画」につ

いての報告と隣接する「中央通り沿線のまちづく

り計画」についての議論がありました。

川越市は、全国に先駆けて自主条例である都市

景観条例※ 1 を、平成元年に施行しました。平成

18 年 10 月には、地域の皆様のご協力のもとク

レアモール・八幡通り周辺地区都市景観形成地域

を指定。平成 19 年 1 月より運用を開始してい

ます。

クレアモール・八幡通り周辺地区都市景観形成

地域は、法的な対抗力が乏しい指導・助言という

緩やかな手法の誘導型基準ながら、地域との事前

協議を規定するなど、基準の運用の検証を協議会

の委員の皆様と協働で行う事で、魅力ある景観形

成によるまちづくりを、進めています。

現在、川越市は、平成 16 年に制定された景観

法※ 2 に基づき、良好な景観の形成に関する方針

や、行為の制限に関する事項など示した「川越市

景観計画」の策定に向け検討を進めています。平

成 21 年度は、景観計画における本地区の位置づ

けや、内容についての検討にご協力ください。

※２　景観法
景観法とは、都市、農山漁村等における良

好な景観の形成を図るため、良好な景観の形

成に関する基本理念及び国等の責務を定める

とともに、景観計画の策定、景観計画区域、

景観地区等における良好な景観の形成のため

の規制、景観整備機構による支援等所要の措

置を講ずる我が国で初めての景観についての

総合的な法律です。（平成17年6月1日施行）

※１　都市景観条例
｢ 川越市都市景観条例」

は、都市景観の形成に関し

必要な事項を定めることに

より、川越の優れた都市景

観の保全及び創造を図り、

もって魅力あふれる快適な

都市の実現に寄与すること

を目的として、平成元年に

施行されました。
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平成 19 年 5 月　　第１回「中央通りまちづくり委員会」の開催
　　　　　　　　　　　　　　（平成 21 年２月 26 日現在まで、19 回開催）

平成 20 年７月　　中央通りまちづくりルール（紳士協定）運用開始

　　　　　　　　　　　　　　都市景観形成地域指定の検討

平成 20 年 12 月　都市景観条例の活用に関する地域住民との意見交換会の開催

■　これまでの経緯
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中央小学校

本川越駅

２　「中央通り周辺のまちづくり計画」について

1

まちづくりの目標
１　本川越駅からの玄関口にふさわしいまちにしよう

２　落ち着いた雰囲気のある大人のまちにしよう
３　歩いて買い物が楽しめるまちにしよう
４　来街者も地元の人も訪れるまちにしよう
５　川越まつりや他のイベントを受け入れられるまちにしよう

６　緑豊かな落ち着いた環境を持つまちにしよう

目標を実現するために、まちづくりルールとして守
るべき内容を「まちづくり方針」として定めました。
まちづくり方針の範囲は右図の太線の範囲とします。
さらに中央通り線、市道 1319 号線に接する敷地を

「沿道エリア」、それ以外を「周辺エリア」とします。

まちづくり方針とその範囲
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中央通りは、本川越駅前に位置し、周辺に
は様々なまちづくりの資源が存在します。

中央通り
まちづくりルール

平成20年 7月 1日

保存版

中央通り周辺では、今後「中央通り沿道街区土地

区画整理事業」により車道や歩道の幅が広がったり、

道路の西側の建物の建替えが行われる予定です。

地域では、これを契機に町並みづくりを進めるた

め、平成 20 年 7 月から紳士協定である「中央通り

まちづくりルール」を運用していますが、より担保

力を高めるため、「クレアモール・八幡通り周辺地

区都市景観形成地域」の一部となることを検討して

います。
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クレアモール・八幡通り周辺地区に新たに「中央通り周辺地区」を加え、「（仮称）
クレアモール・八幡通り・中央通り周辺地区」とすることを検討しています。

中央通り周辺地区には、まちづくりルールを基に地域景観形成基準（一部、既存２
地区と共通）を設ける予定です。

＜現況＞

川越十ヵ町地区
都市景観形成地域

クレアモール・八幡通り周辺地区
都市景観形成地域

クレアモール
周辺地区

八幡通り
周辺地区

まちづくり
ルールの範囲

＜地域指定の案＞

川越十ヵ町地区
都市景観形成地域

（仮称）クレアモール・八幡通り・
　　　　中央通り周辺地区
　　　　都市景観形成地域

クレアモール
周辺地区

中央通り
周辺地区

八幡通り
周辺地区

■　中央通り周辺地区の指定に向けた案
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問い合わせ先：　川越市  都市計画部  都市景観課　　049-224-8811（内線 3271）  

届出状況のご報告（平成 20 年 4 月〜平成 21 年２月）

届出状況
用途 届出件数

専用住宅（店舗併用住宅を含む） 8 件
共同住宅 3 件
店舗 5 件
その他（アンテナ） 3 件

合計 19 件

都市景観形成地区内において、建物の新築・増築

などを行う場合は、川越市への届出※１が必要です（通

常の管理行為、軽易な行為を除く）。市では、届出の

内容が都市景観形成地域の基準（まちづくりのルー

ル）に適しているかどうかのチェックを行っていま

す。

「クレアモール・八幡通り周辺地区都市景観形成地

域」内において、平成 20 年４月から平成 21 年 2

月までの届出状況は、専用住宅が 8 件、共同住宅が

3 件、店舗が 5 件、その他が 3 件の合計 19 件でした。

※2　届出の図書
届出の際は以下の図書が必要です。
・都市景観形成地域内における行為の届出書
・添付図書

付近見取図、配置図、各階平面図、各面の
立面図、断面図、外構平面図、現況カラー

写真、完成予想図　等

※１　届出が必要な行為
1.  建築物及び工作物の新築、増築、改築、

大規模の修繕、大規模の模様替又は
外観の過半にわたる色彩若しくは材
質の変更

2.  広告物の表示、移転またはその内容の
変更

3.  宅地の造成その他の土地の形質の変更
及び木竹の伐採のうち、次の行為に
該当するもの
1）高さ 1.2m を超えるのりを生ずる切

上又は盛土を伴う土地の形質の変更
2）樹高 10m 以上又は地上 1.5m の高

さにおける幹の周囲が 1m を超える

樹木の伐採

4.  建築物及び工作物の移転、解体又は除却

届出の流れ

※特に助言、指導
の 必 要 の な い
も の に は、 適
合 の 旨 を 通 知
します。

地域内
建築物等
の計画

着工

事前相談

届出書の提出

審査

助言、指導等

法令上の手続

川越市
建物を建てたり
改築をされる方

大規模建築物の
事前協議

※ 2


